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20 歳になったら国民年金

　20 歳以上 60 歳未満の人は国民年金に加入し保
険料を納めなければなりません。
■国民年金（基礎年金）の種類
　老後を支える「老齢基礎年金」、障がい状態を支
える「障害基礎年金」、万が一のとき、子のいる配
偶者、子を支える「遺族基礎年金」
■今年度の保険料　月額 16,340 円　
■保険料納付猶予制度
　・学生納付特例制度　・納付猶予制度（50 歳未満）
※ 猶予制度を利用した場合、将来受け取る年金額が少なく

なります。ただし、追納制度を利用し猶予から 10 年以内

に納付することで、受け取る年金を増額することができ

ます。

問税務町民課　☎ 33-2111　内線 113
　二戸年金事務所　☎ 23-4111

国
道
４
号

県道一戸山形線　災害に伴う迂回のお願い

　8 月 15 日の豪雨災害により、県道 5 号一戸山形
線の小倉トンネル約 1㌔先（九戸村側）が全面通行
止めになっています。復旧までの間、県道 24 号二
戸九戸線へ迂回をお願いします。

問県北広域振興局土木部二戸土木センター
　道路河川環境課　☎ 23-9209
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道
３
４
０
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平成 30年度　狂犬病予防巡回注射を実施　～犬の予防注射はお済みですか？～

■狂犬病予防法で飼い犬は必 
ず登録し、年に一度狂犬病予
防ワクチンの接種を行う義務
があります。
■首輪が抜けないようにしっ
かり犬に装着してください。
また、犬を押さえられる人が
来場してください。
■ 注 射 を 受 け ら れ な い 場 合
は、最寄りの動物病院で必ず
予防注射を行ってください。
問水環境課　☎ 33-2111
　　　　　　内線 226

10月 13日㈯
鳥越・一戸・西法寺・岩舘・

鳥海・根反・楢山方面

時　間 場　所

　9：00 ～ 9：05 鳥越橋

　9：10 ～ 9：15 旧鳥越小学校

　9：20 ～ 9：30 農協一戸地域野菜集荷場

　9：35 ～ 9：40 旧一戸小学校

　9：45 ～ 9：50 岩瀬橋

  9：55 ～ 10：00 農協一戸支所

10：05 ～ 10：10 関屋太田踏切前

10：15 ～ 10：20 岩舘地域伝統交流館

10：25 ～ 10：35 一戸町役場駐車場

10：40 ～ 10：45 樋ノ口公民館

10：55 ～ 11：00 鳥海郵便局

11：05 ～ 11：10 月舘公民館

11：15 ～ 11：20 土屋商店

11：35 ～ 11：40 小友ふれあいセンター

11：55 ～ 12：00 根反消防屯所

12：15 ～ 12：20 双畑バス停

10月 14日㈰
奥中山・女鹿・姉帯・小鳥谷・

平糠・中山・宇別方面

時　間 場　所

　8：30 ～ 8：35 奥中山高原クリニック

　8：40 ～ 8：45 岳川共同給水栓

　8：50 ～ 8：55 袖ヶ沢公民館

　9：15 ～ 9：20 女鹿舘公民館

　9：35 ～ 9：40 慶寿園入口

　9：45 ～ 9：50 野中消防屯所

　9：55 ～ 10：00 小鳥谷地区公民館

10：10 ～ 10：15 平糠消防屯所

10：20 ～ 10：25 大志田橋そば

10：35 ～ 10：40 軽井沢プラザ

10：45 ～ 10：50 上山勘一様宅前

10：55 ～ 11：00 農協奥中山支所

11：05 ～ 11：10 関口動物病院

11：20 ～ 11：25 旧摺糠小学校

11：30 ～ 11：35 旧宇別小学校

11：45 ～ 11：50 東向勝太郎様宅前

12：05 ～ 12：10 佐古賢太郎様宅前

■注射料金　3,100円
※ 新規登録は 3,000 円の

手数料が別途加算。
おつりが出ないように用意を

お願いします。
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2    広報いちのへ（9 月 28 日号）

　町では、御所野遺跡を核とした観光施設「道の駅」
整備を検討する委員を若干名、募集します。
■任期　10 月 19 日㈮～道の駅基本構想策定まで
■対象　月 1 ～ 2 回程度の委員会に出席できる人
■申込み
　商工観光課やコミュニティセンター、各支所に
ある申込書を 10 月 12 日㈮までに問合先に提出。
※選考結果は、後日郵送でお知らせします。
問商工観光課　☎ 33-2111　内線 262

新たな観光施設「道の駅」を整備
検討委員を募集します

　行政の各種手続や説明に納得できないなどの悩み
に無料で相談に応じます。お気軽にご相談ください。
■相談員　 行政相談委員　佐藤一成氏
【一戸会場】
■日時　10 月 15 日㈪　10：00 ～ 12：00
■場所　町民文化センター　１階　講座室
【奥中山会場】
■日時　10 月 16 日㈫　10：00 ～ 12：00
■場所　奥中山地区公民館　和室
問税務町民課　☎ 33-2111　内線 125

特設行政相談所を開設　～相談無料～

　共済加入者が交通事故でけがや死亡したときは
見舞金が支給されます。請求できる期間は、事故
があった日から 2 年以内です。ほかの保険や共済
制度に加入している場合も請求できます。
■支給額　

■見舞金の対象
　路上での自動車、車両などの交通に伴う事故に
限ります。歩行者や車椅子などの歩行補助車、補
助輪付き自転車の単独事故は対象となりません。
■見舞金の請求方法
　問合先で必要書類を受け取り請求してください。
交通災害共済の対象になるか分からないときは、
下記までお問合せください。
問税務町民課　☎ 33-2111　内線 113

交通災害共済加入者へ

種　類 金　額
通院 一日あたり 1,000 円

入院
一日あたり 2,000 円

※上限 30 万円
障害が残った場合 110 万円
死亡の場合 110 万円
交通遺児年金 年額 6 万円

　介護中の家族への支援として、軽米町家族会と合同
でバスハイクを行います。お気軽にご参加ください。
■日時　10 月 9 日㈫　9：30 ～ 15：00
■場所　軽米町中央公民館
■申込み　 10 月 4 日㈭までに問合先に電話
■料金　500 円（昼食代）
問包括支援センター　☎ 32-3700

一戸町家族介護者交流会を開催

　10 月上旬に介護に関する調査票（スマイルライ
フ調査票）を郵送します。ご協力をお願いします。
■対象　 65 歳以上（H30/9/1 現在）で、要介護に

認定されていない人
問包括支援センター　☎ 32-3700　内線 603、616

65 歳以上を対象にアンケート調査実施

　受付期間を 10 月 31 日㈬まで延長します。来年
度の受付開始は平成 31 年 4 月を予定しています。
問水環境課　☎ 33-2111　内線 227、228

町設置型浄化槽の受付期間を延長します

■日時　10 月 14 日㈰　10：15 ～
■場所　来田保養センター
問来田保養センター　☎ 32-2884

弁財天まつり開催

　農業に関する情報をメール配信し
ています。
問東北農政局岩手県拠点
　☎ 019-624-1125

農政情報のメール配信

　10 月の連休・祝日のごみ収集は下記の通りです。
二戸地区クリーンセンター（☎ 25-5660）が稼働し
ている時間帯は、家庭ごみ（可燃・不燃・資源・粗大）
の持ち込みが可能です（粗大ごみが 100 円 /10㌔、
それ以外は 30 円 /10㌔）。粗大ごみと小型粗大ごみ
は役場で無料券を発行しています。
問水環境課　☎ 33-2111　内線 226

月日 収集 クリーンセンター

10 月 6 日㈯ 小型粗大ごみの収集地区 休み

７日㈰ 休み 休み

８日㈪
早朝収集（可燃）
一戸地区は生ごみも回収

8：45 ～ 12：00

※早朝収集は 6：30 までに出してください。

10 月連休・祝日のごみ収集


